
 

 

 

 

 

令和４年深谷市教育委員会第１０回定例会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深谷市教育委員会



 

 

令和４年深谷市教育委員会第１０回定例会 

 

 

 

日  時  令和４年１０月１２日（水） 

      開 会 午後１時３０分 

      閉 会 午後３時００分 

 

場  所  本庁舎 ３階 ３－１会議室 

 

出席委員  教 育 長   小 栁 光 春 

      教育長職務代理者   鵜 養 美 季 

委 員   丸 山 和 崇 

      委 員   島 﨑 祐 子  

委 員   荒 井   泉  

出席職員  教 育 部 長   荻 野 昌 利 

      教育部次長兼教育総務課長   松 村   一 

      教育施設課長   中 島 武 彦 

      学校教育課長   兵 頭 一 樹 

      教育部次長兼生涯学習   韮 塚 洋 明 

      スポーツ振興課長    

      文化振興課長   持 田   淳 

      図 書 館 長   吉 岡 紀久江 

      教育総務課課長補佐   福 島   崇 

             



 

 

１ 開会 

  教育長が開会を宣告 

 

２ 開議 

  教育長が開議を宣告 

 

３ 前回議事録の承認 

  第９回定例会の会議録を全員異議なく承認 

 

４ 会議録署名委員の指名 

  教育長が鵜養委員を指名 

 

５ 報告  

（１） 令和４年深谷市議会第３回定例会について 

   教育部長より説明。質疑応答後、全員異議なく承認 

（２） 深谷市教育委員会後援に関する事務取扱要綱に基づく承認について 

     教育部次長兼教育総務課長より説明。全員異議なく承認 

（３） 深谷市幼稚園・こども館複合施設建設について 

   教育施設課長より説明。全員異議なく承認 

（４） 埼玉県学力・学習状況調査結果及び公表について 

     学校教育課長より説明。質疑応答後、全員異議なく承認 

（５） 令和４年度深谷市夏季休業中研修会の報告について 

     学校教育課長より説明。全員異議なく承認 

（６） 令和４年度「こころざし深谷科学塾」実施報告について 

     学校教育課長より説明。全員異議なく承認 

（７） 令和４年９月深谷市立小・中学校教員等の発令について【非公開】 

     学校教育課長より説明。全員異議なく承認 

（８） 公民館の指定管理者制度導入に係る経過等について 

教育部次長兼生涯学習スポーツ振興課長より説明。質疑応答後、全員異 

議なく承認 

 

６ 議案 

議案第２３号 深谷市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令につい 

      て 

   学校教育課長より説明。質疑・討論なく、原案のとおり可決 

議案第２４号 学校運営協議会委員の任命について【非公開】 

   学校教育課長より説明。質疑・討論なく、原案のとおり可決 

 

７ 閉会 

教育長が閉会を宣告 



 

 

議事等の概要 

 

報告１ 令和４年深谷市議会第３回定例会について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   教 育 部 長  （概要を説明） 

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

    島 﨑 委 員  数人の市議会議員から深谷市幼稚園・こども館複合施設建

設と公民館の指定管理者制度の導入について質問が上がって

おり、この２点は関心が高い事柄なのだと感じました。 

これまでを振り返ると、長年かけて検討してきた事柄のた

め、全容を把握することは難しかったですが、その都度、資

料等をいただき、教育委員として総合教育会議や教育委員会

で議論や審議を重ねてきました。しかし、今回市議会議員か

らの質問が多かったため、内容が市民に伝わっているのか、

これまでの進め方で良かったのか疑問に思いました。今後、

事業を進めるにあたっては、どのようなことに留意して進め

ていくのか教えて下さい。 

   教 育 部 長  今回の指定管理者制度の導入については、まず、公民館の

利用率の向上を図るため、民間企業の利用を提案し、始めた

ところです。しかし、民間企業が利用可能であること、また

は、公民館の活用の仕方を理解していただかないと、なかな

か稼働率が上がらないことが、懸念材料としてありました。

そのため、指定管理者として、例えば、カルチャースクール

等、色々な事業を公民館で開催でき、実施団体を引き入れて

きて開催できる指定管理者に入ってもらい、利用率を上げて

いくことで、地域住民の参加機会を増やしていく考えを持っ

ていました。 

新しいことを始めるにあたっては、広く有識者や市民に意

見を聞いたり、事前にアンケートを行うなど、調査しながら

決めていく方法と、今回のようにある程度形を作ってから説

明し、その後で意見を聞く方法の概ね２パターンがあるかと

思います。最初に形を決めてから意見を聞く方法では、軌道

修正が大きくあると最初から練り直す必要がありますが、皆

さんに理解していただければ、提案したものが最終的に承認

を得たものとなります。今回は事前に形をある程度決めてか

ら説明し、その後で意見を聞く方法で進めることが、ベスト

だと判断させていただきました。 

また、現在、自治会に説明するにあたっては、公民館の利

用の対象、料金は変わらず、運営者が変わることにポイント

を絞りました。運営者が変わるだけであるため、市民利用者

に対しての変化はほとんどないと思われます。１番の変化と

しては、今まで公民館でやっていた自治会の相談窓口が市の

職員ではなくなり、財団の職員になることであり、そこが不

安に感じるところだと思われるため、自治会等でしっかり説

明を行い、色々な意見を聞きながらできることは取り入れて



 

 

いきます。例えば、市の職員がいなくなることに不安感があ

るのなら、行政経験のある者を活用することが可能です。こ

のように、可能な取り組みは取り入れていき、理解が得られ

るよう進めているところです。 

   教 育 長  少し補足すると、幼稚園・こども館複合施設建設の幼稚園

部分については、１月から検討委員会を設けて一定の方向性

を示す手法を取ってきました。また、公民館の指定管理者制

度の導入については、もう少し早く議員等に説明する必要が

あったかもしれません。しかし、平成２４年と令和４年に深

谷市社会教育委員会議という、深谷市の社会教育の司令塔と

も言える委員会で公民館の活性化に向けた提言を提出いただ

いています。こちらの委員会には、自治会連合会の会長、Ｐ

ＴＡ連合会の会長、子どもサポート市民会議の会長、及び、

家庭教育アドバイザーの代表等が参加しており、平成２４年

から市民ニーズに合わせて、公民館を活性化してほしいとい

う意見が出されていました。また、令和４年の委員会でも同

じ内容が求められていました。ある意味、市民の代表とし

て、社会教育にかかる内容を検討する会議で揉まれてきた内

容であるため、ある程度、市民と一体となって取り組んでき

た気持ちがありました。そのため、そういった経緯をもう少

しきちんと説明すればよかったと思います。 

   教 育 部 長  現在、自治会に説明を行っています。そちらで、意見が出

た際には、教育委員会へ報告させていただきます。様々な意

見を踏まえていただいたうえで、疑問に思ったところを指摘

していただくことで、これから議論を深めていくこともでき

るかと思います。指定管理者制度導入は、令和７年度を予定

しているため、それまでにいくつかのステップがあるかと思

いますが、その都度、協議させていただくことで、良い公民

館運営ができればと思います。御協力よろしくお願いしま

す。 

 報告２ 深谷市教育委員会後援に関する事務取扱要綱に基づく承認について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   教育部次長兼教育総務課長  （概要を説明） 

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

             （質疑なし） 

 報告３ 深谷市幼稚園・こども館複合施設建設について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   教育施設課長  （概要を説明） 

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

              （質疑なし） 

 報告４ 埼玉県学力・学習状況調査結果及び公表について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   学校教育課長  （概要を説明） 

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 



 

 

      鵜 養 委 員  学力向上プロジェクト問題とはどのようなものか教えて下

さい。 

   学校教育課長  学力向上プロジェクトで使っている問題については、過去

の全国学力学習状況調査の問題や、埼玉県学力学習状況調査

に係るコバトン問題集、そういった問題の中から各教科１０

分から１５分程度でできる問題を各学校から児童生徒のタブ

レットに配信をして取り行います。一度目で全問正答できた

児童生徒の割合がどのくらいかを確認し、繰り返し取り組

み、最終的に月末でどのくらいの児童生徒が全問正答できた

かを見取っていきます。９月に実施した学校の例としては、

最初は、１０％程度の全問正答率だったものが、月末には９

０％を超えるような取り組みができたという学校もありまし

た。 

   島 﨑 委 員  県学力学習状況調査の結果を、今後どのように各学校で活

用していくのか教えて下さい。 

   学校教育課長  １人１人の伸びを各学級や学校で確認して、自身の学校で

どの層の子供を伸ばせたかを把握します。下位層、中間層、

上位層、それぞれが、自分の持っている能力に合わせた個別

最適な学びを進めていくことになります。その一つの方策と

して、1人１台タブレットを使いながら、学習履歴等を個人個

人が振り返ったり、ドリルアプリを使ってより難しい問題に

チャレンジして能力を伸ばしていくそういった取り組みを進

めていくよう学校には働きかけています。 

   島 﨑 委 員  自分の苦手なところや、躓きやすいところにうまく焦点を

当てて、勉強できるアプリになっているということですか。 

   学校教育課長  はい。例をあげると、小学生のドリルアプリについては、

教員から宿題として問題を指定することができます。そし

て、その問題をどのくらいの時間でできたか、何回でできた

か等、そういった個人の履歴が残るため、それを教員が見て

個別の支援に生かします。または、ＡＩ機能が搭載されてお

り、問題に躓いた時に、別の問題を提供する機能も付いてい

るため、うまく活用できるよう取り組んでいます。 

 報告５ 令和４年度深谷市夏季休業中研修会の報告について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   学校教育課長  （概要を説明） 

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

          （質疑なし） 

 報告６ 令和４年度「こころざし深谷科学塾」実施報告について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   学校教育課長  （概要を説明） 

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

              （質疑なし） 

 報告７ 令和４年９月深谷市立小・中学校教員等の発令について【非公開】 

 報告８ 公民館の指定管理者制度導入に係る経過等について 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 



 

 

   教育部次長兼生涯学習  （概要を説明） 

   スポーツ振興課長 

   教 育 長  本報告について、質疑はありませんか。 

    島 﨑 委 員  事務引継ぎをするとありますが、令和５年度に館長職を１

名深谷市地域振興財団から選出し、令和６年度に館長補佐を

１名選出するのですか。今までは、４名体制だったと思いま

すが、令和６年度以降は、深谷市地域振興財団から選出され

る館長、館長補佐、市の職員、会計年度任用職員の４名体制

になるのですか。 

   教育部次長兼生涯学習  令和５年度、６年度の２年間かけて引継ぎを行うにあた 

   スポーツ振興課長 り、まず、令和５年度の体制として、館長職については、深

谷市地域振興財団から選出していただきます。現行では、職

員４名体制で運営をしており、館長、館長補佐、主査、ある

いは、主任の担当者、会計年度任用職員となっています。令

和６年度については、館長を引き続き深谷市地域振興財団か

ら選出していただき、そして館長補佐については、自治会の

窓口にかかる業務を主に担当しており、現在、地区の住民が

不安に思われている部分として、そういった自治会と公民館

の窓口が市の職員ではなくなってしまうことに不安を持たれ

ているという状況があるため、この部分について手厚く引継

ぎを行わせていただきます。そのため、令和５年度も市の館

長補佐を配置していますが、令和６年度についても引き続き

市の館長補佐を配置させていただき、深谷市地域振興財団か

らは窓口業務を行う予定の職員を配置していただき、業務の

基盤を担う館長補佐はじっくりと引継ぎを行っていきます。

そのため、館長と担当者は、深谷市地域振興財団が配置し、

館長補佐、会計年度任用職員については市が配置し、４名体

制を想定しています。 

   教 育 長  この２年間で予行練習ではありませんが、仕事に慣れても

らうということですね。 

この後のスケジュールを確認しますが、今報告していただ

いたことについては、１１月の議員全員協議会で説明を行い

ます。また、１１月の教育委員会定例会で進捗の報告を行い

ます。 

議案第２３号 深谷市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令につい 

      て 

教 育 長  事務局より説明を求めます。 

   学校教育課長  （概要を説明） 

   教 育 長  本議案について、質疑はありませんか。 

          （質疑なし） 

          本議案について、討論はありませんか。 

           （討論なし） 

           本議案について、採決をいたします。 

            本議案を原案のとおり決することに賛成のかたは挙手をお

願いします。 



 

 

           （全員賛成） 

         本議案は、原案のとおり可決、確定いたしました。 

議案第２４号 学校運営協議会委員の任命について【非公開】 

 教 育 長  次回令和４年第１１回定例会は、１１月９日（水）午前１     

０時３０分から開会です。 

以上で、令和４年深谷市教育委員会第１０回定例会を閉会

します。 

 

 

 

 


